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第１１章 推進体制と進行管理 
 

１ 計画の推進体制 

計画の推進に当たっては、各主体の行動が原動力となることはもちろんですが、同時に、各主体

が互いに認め合い、共通の目的に向かって、ともに考え協力しあう「協働」のもと行います。なお、

「協働」とは、平成２１（２００９）年度に策定された「川越市協働指針」において、自助・共助・公助のう

ち公助の領域にあり、市及び市民がそれぞれの役割に応じて実施する領域と示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市 

協働・連携による「環境」「緑」の保全・創造のための施策・行動の実践 

望ましい環境像の実現 

望ましい緑の将来像の実現 

連携・協働 
市  民 

 

事 業 者 

 

民間団体 

川
越
市
環
境
審
議
会 

川越市環境推進会議 

各部局 事務局 

事業の実施 

実施状況の自己評価 

事業の調整 

制度等の検討 

年次報告書の報告と公表 

取りまとめ 

事務 

諮問 

答申 

国・県・近隣市町 

連携・協力 

かわごえ 

環境ネット 
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○川越市環境審議会 

川越市環境基本条例に基づき設置されます。学識経験者、公募、関係団体の代表者及び関係行

政機関の職員で構成され、市長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項について審議しま

す。 

 

○川越市環境推進会議 

市の組織において、各部局の役割分担と同時に、横断的な推進体制を構築し、本計画に基づく

施策・事業を実施します。この会議では、計画の進捗状況や制度等の検討、複数の所管による関連

事業の調整等を行います。 

 

○かわごえ環境ネット 

市、市民、事業者及び民間団体がパートナーシップを形成し、それぞれが役割を理解しつつ、協

働して環境保全活動を行い、川越市環境基本計画における望ましい環境像を実現していくための

組織として、平成１２（２０００）年８月に設立されました。 

望ましい環境像の実現に向けた市民、事業者及び民間団体の行動指針となる川越市環境行動

計画の策定にも携わります。 

 

 

  

環境基本計画
テキスト注釈
環境基本法に基づき、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全に関する基本的な事項や方針を定めた計画のこと。
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２ 計画の進行管理 

２-１ 進行管理の考え方 

計画の進行管理に当たっては、計画（Plan）→実施（Do）→点検・評価・公表（Check）→改善

（Action）というプロセスを繰り返し行う PDCA サイクルを基本とし、計画内容や計画に基づく施

策・事業の継続的な改善を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計 画 

（Plan） 

実 施 

（Do） 

点検・評価・公表 

（Check） 

改 善 

（Action） 

第四次川越市環境基本計画 

第二次川越市緑の基本計画 

川越市生物多様性地域戦略 

第二次川越市環境教育等行動計画 

○計画に基づく施策・事業の実施 

○協働の取組 

○指標・目標値を活用した計画の進捗状況

の点検 

○川越市環境マネジメントシステムによる

施策・事業の進捗状況の自己点検 

○年次報告書、行政評価システムを通じた

計画の進捗状況・成果の公表 

1 

年 

ご 

と 

必 

要 

に 

応 

じ 

て 

○施策・事業の進め方や予算の改善策 

○協働の取組の進め方の改善策 

○計画の改善策 
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２-２ 進行管理のポイント 

○指標・目標値の活用 

第四次計画及び第二次緑の計画は、指標・目標値を活用した、全体の進捗状況の点検を行いま

す。 

 

○川越市環境マネジメントシステムの活用 

市は、計画に基づく施策・事業の実施に当たり、川越市環境マネジメントシステムを活用して、毎

年度、目的・目標・実施計画を策定し、進捗状況の自己点検を行います。 

 

○年次報告による公表、評価 

市は、毎年度、計画の進捗状況の点検結果等について、川越市環境審議会に報告するとともに、

年次報告書、広報川越、市ホームページ等を通じて、市民等に公表し、評価を受けます。寄せられ

た提案や意見は、施策・事業の推進と、計画見直しに反映させていきます。また、計画に基づく施

策・事業の成果・課題についての透明性の確保や予算等への評価結果の反映を図るため、行政評

価システムを活用します。 

 

○計画の見直し 

本計画の中間年にあたる令和１２（２０３０）年は国の環境政策のターニングポイントとなることか

ら、本市を取り巻く環境や国等の新たな環境政策、市民等の意見を踏まえ、川越市環境審議会に

諮り、必要に応じて、計画や指標・目標値等の見直しを行います。 

  

環境マネジメントシステム
テキスト注釈
組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境マネジメント」といい、このための体制・手続き等の仕組みのこと。
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